
令和４年１０月２３日（日）、県民活動総合センターにおいて３年ぶりの商工フェスティバルが開催されま
した。晴天に恵まれた中、町内商工業者やグルメ店舗、キッチンカーが多数出店し、小ホール及び特設ステー
ジでは団体や芸人がパフォーマンスを披露して１７０００人もの来場者（公式発表）でにぎわいました。
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▶伊奈町中小企業者事業活動支援給付金 ▶源泉所得税の納付について ▶歳末大売出し実施します

▶新春講演会及び新春賀詞交歓会同時開催 ▶事業継続力強化計画＆労務関連助成金セミナー ▶会費のお知らせ



商工会員向け情報一覧

１分間のマネジメント情報

看板商品の効果

宇都宮グルメと聞いて思い浮かぶ料理はなんでしょう
か？多くの方が「餃子」を思い浮かべたと思います。
このように「宇都宮グルメ＝餃子」などのように看板
となる商品やサービスがあると以下のような効果が期
待できます。

①顧客から選ばれやすくなる

②顧客が事業所（お店）のことを口コミしやすくなる

③看板商品やサービスが優れていると他の商品や
サービスも品質が高いと感じやすくなる

④看板商品やサービスの関連購買が期待できる
（客単価向上）

⑤従業員のモチベーションが向上する
（勤めている事業所に誇りを持てる）

看板商品があると売上が向上するだけではなく、販売
促進や組織力の強化など様々な効果が期待されます。
次回は、どのように看板商品を育てていけば良いのか
ご紹介します。

～源泉所得税の納付について～

源泉所得税の納期特例申請者の、
令和４年７月～１２月についての納付期限は、

令和５年１月２０日（金）です。

専従者又は従業員に給料を支払っている場合、支払
い金額により源泉所得税を納付しなければなりません。
また、支給額が低額のため源泉税がかからない場合で
も納付書の一部を税務署へ提出します。
納付についての個別指導会を下記により実施します。

１．日時 令和5年1月12日（木）・13日（金）
午前9時30分～正午
午後1時30分～午後3時30分

２．会場 伊奈町商工会館（TEL 722－3751）
３．持参するもの 源泉徴収簿、納付書、支払報

告書、国保、年金、生命保険、地震保険等の
控除証明書等

今後の指導会の予定

納税相談（確定申告）

１．日時 令和5年3月1日（水）・2日（木）
午前9時30分～正午
午後1時30分～午後3時30分

２．会場 伊奈町商工会館

「労働保険未手続事業一掃強化期間」

労働保険は労災保険と雇用保険の総称で、政府が管
理運営している強制加入の保険制度です。労働者が業
務上負傷した場合、労働者が失業した場合等に必要な
保険給付を行っています。
労働保険は原則として、労働者を一人でも雇用して

いれば、加入手続きを行い、労働保険料を納めなけれ
ばなりません。まだ加入されていない事業主の方は、
速やかに加入手続きを行うようお願いいたします。
なお、手続き指導及び加入勧奨によっても自主的な

加入手続きを行わない事業主に対しては、強制的な加
入を含めた対策を実施しています。

詳しくは、労働基準監督署・公共職業安定所・または
埼玉労働局労働保険徴収課（０４８－６００－６２０３）

マル経融資（小規模事業者経営改善資金）は、小規模
事業者の方々の経営をバックアップするため、無担
保・無保証人・低利で商工会の推薦にもとづき融資さ
れる日本政策金融公庫の融資制度です。
当会で経営指導を受けた会員が、本制度融資を利用し
た場合融資金額の0.2％を利子補給し金利負担の軽減を
図ります。（令和５年３月３１日までに実行された融
資に限ります。但し、予算の範囲を超えた場合は、受
付を終了します）

●マル経融資概要

※新型コロナウイルス感染症による影響を受けている
方は、特別枠もございます。

詳しくは当会まで。（担当：吉田・増田）

伊奈町中小企業者事業活動支援給付金
申請はお済みですか？

伊奈町では、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、
厳しい経営環境に置かれている町内の中小企業者に給
付金を給付しております。

給付金額▶ 法人、個人とも一律５万円
給付期限▶ １２月１５日（木）

※申請方法など詳しくは、町ホームページをご覧くだ
さい。（元気まちづくり課 ７２１－２１１１）

融資対象

・常時使用する従業員が商業・サービス業
（宿泊業、娯楽業を除く）は５人以下、
製造業その他は２０人以下の事業所

・１年以上同一業種を営み、当会の経営指
導を原則として６ヶ月以上受けている方

・納期到来分の税金を完納している方
・日本政策金融公庫の非対象業種でない事
業所

使 途 設備 運転

返済期間
１０年以内

（据置２年以内）
７年以内

（据置１年以内）
融資限度額 2,000万円
利 率 年1.15％（令和４年１１月９日現在）



伊奈町商工会事業のご案内

「年末のお買い物は伊奈町で！〝ＢＵＹいな〟」
をスローガンに、伊奈町商工会歳末大売出しを実施
いたします。
開催期間中に加盟店にてお買上５００円毎に１枚

スクラッチカードを進呈いたします。スクラッチ
カードを削って「当り（３００円券）」が出たら、
当該事業加盟店舗で次回以降のお会計の際にご利用
いただけます。

売出期間：令和４年１２月 ９日(金)
～１８日(日)

※各店舗カードが無くなり次第終了
当り券の有効期限：令和５年１月３１日(火)
当り券の枚数：5,000枚

※詳細については、商工会HPをご覧いただくか
事務局までお問い合せ下さい。

歳末大売出し実施します！！ 新春講演会及び新春賀詞交歓会
同時開催します

伊奈町商工会では、経済をテーマとした「新春講演
会」(共催：(公社)上尾法人会伊奈支部)ならびに「新
春賀詞交歓会」を開催致します。皆様奮ってご参加頂
きますようご案内申し上げます。

日程：令和５年１月１１日（水）

新春講演会
午後２時～３時３０分

会 場 伊奈町商工会館２階会議室
参加費 無料
テーマ 「コロナ社会と日本経済の行方」
講 師 経済ジャーナリスト/作家

渋谷 和宏（しぶや かずひろ）氏

新春賀詞交歓会 ※商工会員限定
午後２時４０分～４時１０分

会 場 伊奈町商工会館２階会議室

※お申込み・お問合せ
商工会事務局まで ℡722-3751

事業継続力強化計画＆労務関連助成金
セミナーを開催いたします！！

企業の底力を上げましょう！！

自然災害や感染症の流行などのリスクから会社や従業
員を守って事業を継続していくために、事前に事業継
続力強化計画を作って備えたり、公的な助成金のうま
い使い方を学びましょう。

２部構成でセミナーを開催いたします！

日時 令和４年１２月 ７日（水）

第一部「事業継続力強化計画」 14：00～15：00
第二部「労務関連助成金」 15：00～16：30

場所 伊奈町商工会館２階会議室

詳しくは同封のチラシをご覧ください。

これから先の事業計画を一緒に考えませんか

「経営革新計画」承認制度のご案内

経営革新計画とは、事業者が「新たな取り組み」を
もとに事業計画を策定し、経営の相当程度の向上を
目指す計画に対して埼玉県が承認をするものです。

など、お考えの方は、ぜひ商工会にご相談ください。
当会より無料で専門家の派遣を受けることもできます。

今年度、埼玉県から承認を受けた会員企業
（10月末時点）

・ヴォーグ愛犬美容室
・八千代紡織㈱
・㈱東栄
・武藤倫雄行政書士事務所 ほか

現在も商工会では多くの事業所に策定支援を
行っております。

ご利用下さい！！「お買い物券」
町内のお店138店舗で利用できるお買い物券です。
☆お祝いやご贈答に… ☆イベントなどの景品に…

是非ご利用下さい。
伊奈町商工会で常時
販売しています。

※只今「取扱店」を募集しています。
お問合せは、事務局まで。（☎722-3751）

毎年２回（６/１０と１２/１０）に分けて請求して
おります商工会費ですが、金融機関の自動振替をご利
用されている会員様は、４、５日前に残高の確認をお
願いします。自動振替で請求書及び領収書が必要な場
合は事務局までご連絡下さい。振込していただく場合
は請求先名でお振込みくださいますようお願い致しま
す。ご協力の程よろしくお願い致します。



事業所名：エイティティ（株）
住 所：伊奈町小針新宿568-3
電 話：048-729-3701
業 種：日本語研修センター

新 入 会 員 情 報
New Member Information

事業所名：竹田工業
住 所：伊奈町小室4688-1
電 話：090-4205-5004
業 種：左官業

事業所名：（株）ザウバーシステム
住 所：伊奈町小室2936-3
電 話：090-1452-5998
業 種：内装工事

事業所名：ローソン蓮田閏戸店
住 所：蓮田市閏戸2821
電 話：048-766-9733
業 種：コンビニエンスストア

事業所名：（株）侑成工業
住 所：伊奈町小室5305-6
電 話：048-723-1803
業 種：タイル工事

※順不同・敬称略


